
千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業支援金 ＦＡＱ 

 

Ｑ１ 対象となる施設はどこか。 

Ａ１ 健康保険法（大正十一年法律第七十号）上の保険医療機関コードが発行

されており、令和７年４月１日から本事業の申請時点までに診療報酬請求

の実績がある施設が対象となります。 

ただし、「診療所等賃上げ支援事業」については、次の施設に限る。 

   ア 有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯科）及び訪問看護

ステーションは令和８年３月１日時点でベースアップ評価料を届け出

ている施設（※届出のみでよく、算定までは必要ありません）。 

   イ 薬局は令和８年６月１日時点で令和８年度診療報酬改定による見直

し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設。 

   ウ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業（医

師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として

行う事務作業を除く）を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベー

スアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護

ステーションのうち、令和８年６月１日時点で令和８年度診療報酬改定

による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設と

する。 

 

Ｑ２ 「千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」につ

いて、病院は対象にならないのか 

Ａ２ 病院は厚生労働省で申請受付を行っております。  

【厚生労働省ＨＰ】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html 

 

Ｑ３ 有床診療所は令和７年８月１日時点の使用許可病床数、薬局は令和７年

４月３０日時点の所属する同一グループ内の保険薬局数に応じた支援とな

るが、それぞれの時点以降に開設した施設の取扱いはどうか。 

Ａ３ 令和７年８月２日以降に開設した有床診療所、令和７年５月１日以降に

開設した薬局については、申請時点で運営している施設の使用許可病床数

や所属する同一グループ内の保険薬局数に応じた支援となります。 

 

Ｑ４ 「診療所等賃上げ支援事業」を申請する場合は、令和８年３月１日時点

でベースアップ評価料を届け出ている必要があるか 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html


Ａ４ 制度上、ベースアップ評価料を届け出ることが可能な施設であるが、令

和８年３月１日時点でベースアップ評価料を届け出ていない場合、「賃上

げ支援事業」の対象にはなりません。 

 

Ｑ５ 「診療所等賃上げ支援事業」の対象にならない施設は「診療所等物価支

援事業」は申請できないのか。 

Ａ５ 申請できます。 

 

Ｑ６ 賃金改善の期間や基準月について教えてください。 

Ａ６ 本補助金をもとに賃金改善を行うことを目的としており、令和７年１１

月末の賃金水準と比較して、令和７年１２月から令和８年５月までの６か

月間について、賃金改善を行った場合に対象となります。そのため、例え

ば、令和８年１月から３月までの間のみ賃金改善を行う場合等は本事業の

対象となりません。 

 

Ｑ７ 賃金改善の方法について教えてください。 

Ａ７ 本事業の支給額を活用して、令和７年１２月から令和８年５月までの６

か月間について、対象職員の基本給や決まって毎月支払われる手当の引き

上げを行うことが原則ですが、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する

場合は、令和７年１２月から令和８年３月までの間の最大４か月分の一時

金（例：臨時賞与）又は特別手当（例：インフレ手当）を支給する方法で

も差し支えありません。 

また、一時金や特別手当の支払いで賃金改善を行った場合でも、令和８

年４月及び５月については基本給の引き上げや毎月支払われる手当の支給

を行う必要があります。 

なお、一時金や特別手当で実施した賃金改善の水準と、これに続く基本

給の引き上げや毎月支払われる手当の水準は、全く同じ水準とする必要は

ありませんが、本事業は賃上げに必要な経費として給付金を支給し、これ

を確実な 賃上げに繋げることを目的としているため、極端な配分はできま

せん。 

また、４月及び５月に実施した賃金改善の水準と６月１日以降の賃金改

善の水準は原則、維持・拡大していただきます。 

 

Ｑ８ 賃金改善の対象となるベースアップの内容や支払い方法について教えて

ください。 



Ａ８ ベースアップの内容は、基本給又は決まって毎月支払われる手当（恒常

的に夜間を含む交替勤務制をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当

についても、毎月支払われる手当に含めて差し支えありません。）の引上

げのほか、これらに連動して引きあがる賞与分や時間外手当、法定福利費

の事業主負担分の増額分（引き上げ分×１６．５％）も含まれます。  

なお、決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認めら

れ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含みますが、以下

の諸手当は含まれません。  

・月ごとに支払われるか否かが変動するような手当 

・労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される

手当（通勤手当、扶養手当等）  

また、ベースアップの支払方法は、令和７年１２月～令和８年５月の給

与支給時に支払われるものが賃金改善の内容に含まれます。  

なお、就業規則等で賃金や基本給等の引き上げ分の遡及分を翌月払いと

している場合は、翌月（令和８年１月～６月）に支払われるものを含める

ことも可能です。 

 

Ｑ９ 一時金や特別手当の支払について留意点を教えてください。 

Ａ９ 一時金や特別手当は、令和７年１２月から令和８年３月までの最大４か

月分を令和８年３月までに支払ったものが 賃金改善の内容に含まれま

す。 

 

Ｑ10 時給や日給を引き上げることはベースアップに該当するのでしょうか。 

Ａ10 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が

日給制の職員についてその日給を引き上げることは、ベースアップの引き

上げに含まれます。なお、宿日直のみ対応する医師の宿日直手当の引き上

げ分は含まれません。 

 

Ｑ11 育休中の職員は賃金改善の対象者に含まれるか。 

Ａ11 育休の職員はベースアップ評価料の対象職員とならないため、賃金改善

の対象には含まれません。 

 

Ｑ12 休職中の職員は賃金改善の対象者に含まれるか。 

Ａ12 休職中の職員は傷病手当が出る期間（給与が支払われない期間）を除

き、本事業の賃金改善の対象に含まれます。 



 

Ｑ13 管理薬剤師は賃金改善の対象に含まれるか。 

Ａ13 対象外です。 

 

Ｑ14 法人本部の人事、事業部等や看護学校で働く者は、賃金改善の対象に含

まれるか。 

Ａ14 申請を行う対象医療機関等の職員と兼務しており、勤務実態があれば、

賃上げ支援事業を活用して賃金改善を行うことが可能です。 

 

Ｑ15 賃上げ支援の対象者は、県交付要綱上、「対象医療機関の開設者と労働

契約を締結している者」とあるが、専従者として給与（※）が支給されて

いる者は、賃金改善の対象としてよいか。 

Ａ15 対象としてよいです。 

（※）専従者給与とは、個人事業主のもとで働く家族に対して支払われる給与 

 

Ｑ16 県交付要綱上、「令和７年度の対象職員のベースアップについて、令和

７年３月３１日時点の賃金水準と比較して 2.0％を上回って実施している

場合は、令和７年 12月から令和８年５月までの間の当該 2.0％を上回る部

分に本事業の支給額 を充てることができる。」とある。令和７年４月以

降に開設した医療機関等については、上記の要件は適用されないとい う

ことか。 

Ａ16 適用対象外となります。 

 

Ｑ17 令和７年１２月１日や令和８年２月１日に開設した医療機関等がある場

合、賃金改善の基準月がありませんが、賃上げ支援はどのように実施した

らよいでしょうか。 

Ａ17 令和７年１２月１日に開設した医療機関等の場合、例えば、開設時点の

賃金水準と比較して月額○万円の一時金を最大４ヶ月分として３月に支給

し、４～５月は月額○万円のベア等を実施するという方法が考えられま

す。 

また、令和８年２月１日に開設した場合も同様に月額○万円の一時金を

最大２ヶ月分として３月に支給し、４～５月は月額○万円のベア等を実施

するという方法が考えられます。 

 



Ｑ18 訪問看護ＳＴの「みなし指定」を受けた病院・診療所は訪問看護ＳＴと

しても賃上げ支援を申請することは可能でしょうか。 

Ａ18 「みなし指定」を受けて保健医療機関の一つである「訪問看護ＳＴ」の

コードが交付され、令和８年３月１日時点で「訪問看護ＳＴ」としてベー

スアップ評価料を届け出ていれば、賃上げ支援事業の申請が可能です。 

 

Ｑ19 賃金改善を行ったことを証明する書類（賃金台帳等）について、申請時

や実績報告時に添付する必要はありますか。 

Ａ19 申請時や実績報告時の証拠書類の添付は求めておりません。ただし、賃

金台帳等の帳簿等の証拠書類については、実績報告内容の確認等を行う際

に、必要に応じて提出又は提示を求めることがありますので、補助金の額

の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の終了後５年間は、保管してください。  

 

Ｑ21 同一法人が、運営する複数の病院において法人共通の賃金表を運用して

いる等、給与体系を共通とする法人が複数の医療機関を運営している場

合、職員の年齢構成の違い等により、医療機関毎の賃金改善の内容が必ず

しも一定にならず、同一法人内の職員間で差が生じてしまいますが、どの

ように対応したらよいでしょうか。 

Ａ22 法人共通の賃金表を運用している等、給与体系を共通とする法人が複数

の病院を運営している場合は、同一法人内の一部の対象医療機関のみに賃

金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないことを前提

に、当該法人が運営する複数の医療機関でまとめて賃金改善に必要な額を

計算し、各医療機関の賃金改善額を算出して、これに本事業の支給額を充

てることや、実績報告においても法人全体の賃金改善額で評価することが

可能です。 

 

Ｑ22 賃金改善の期間中（R7.12～R8.5）に採用・退職した職員への取扱いに

ついて教えてください 

Ａ22 令和７年１２月から令和８年５月までの間で採用した職員については、

「基本給や決まって毎月支払われる手当の引き上げ分は採用月から令和８

年５月までの月数分」、「一時金や特別手当は採用月から令和８年３月ま

での月数分」は本事業の賃金改善に含まれます。 

また、令和７年１２月から令和８年５月までの間で退職した職員につい

ては、「基本給や決まって毎月支払われる手当の引き上げ分は令和７年１



２月から退職月までの月数分」、「一時金や特別手当は令和７年１２月か

ら退職月まで（遅くとも令和８年３月まで）の月数分」は本事業の賃金改

善に含まれます。 

 

Ｑ23 国実施要綱には「令和７年度の対象職員のベースアップについて、令和

７年３月３１日時点の賃金水準と比較して 2.0％を上回って実施している

場合は、令和７年１２月から令和８年５月までの間の当該 2.0％を上回る

部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている

部分は賃金改善に充てること。」とありますが、具体的な事例や上回る部

分の計算方法を教えてください。 

Ａ23 本規定は、令和７年１２月の賃金水準が前月から維持されたままであっ

ても、同水準が令和７年３月３１日時点の水準と比較して 2.0％を上回っ

てベースアップされている場合に適用できるものです。 

（例：令和７年３月３１日時点の賃金水準と比較して、令和７年４月１日

時点で対象職員のベースアップの水準が 3.5％増となっており、当該水準

のベースアップを令和７年１２月から令和８年５月までの間継続していた

場合は 1.5％分×６ヶ月×対象職員数に本事業の支給額を充てることがで

きます。） 

 上回る部分の計算方法については、例えば、令和７年３月３１日時点で

在籍している対象職員の基本給（月額）と、令和７年１２月時点で在籍し

ている当該職員の基本給（月額）を比較し、2.0％を上回っている部分を対

象にすることが考えられます。 

なお、2.0％までの部分にはベースアップ評価料による賃金改善分も含ま

れていると見なしていますが、2.0％を上回っている部分にベースアップ評

価料による賃金改善分が含まれている場合は、当該部分を除いた部分が対

象となります。 

 

Ｑ24 国実施要綱には「原則として、（中略）令和８年６月１日から当該ベー

スアップの水準を維持又は拡大すること。」とありますが、受診患者数等

の影響によって、令和８年６月１日以降の賃金改善の水準が本事業で実施

した賃金改善の水準を下回っていた場合、下回る部分は本事業の給付金を

返還する必要があるのでしょうか。 

Ａ24 ベースアップ評価料の収入は受診患者数等によって変動するものであ

り、ご質問の場合は本事業の給付金を賃金改善に充てていれば返還は不要

です。 



 

Ｑ25 国実施要綱には「本事業により賃金改善を行う時点から令和８年５月ま

での間、賃金項目（業績等に応じて変動するものを除く。）の水準を低下

させていないこと。」とありますが、具体的な事例を教えてください。 

Ａ25 本規定は、本事業の支給額によって賃金改善を図ったものの、他の賃金

項目の水準を低下することで、賃金改善の効果を減殺することを防ぐため

に設けたものとなります。他律的な要因（例：人事院勧告等）で毎月決ま

って支払われる手当の水準が引き下がることは本規定には該当しません

が、本事業の賃金改善の効果を減殺することを目的に引き下げた場合は、

支給額の全額の返還を求める場合があります。 

 

Ｑ26 令和７年度（令和６年度からの繰越分）医療施設等経営強化緊急支援事

業の「生産性向上・職場環境整備等支援事業」では、処遇改善を目的とし

た、既に雇用している職員の賃金改善にも給付金（病院は４万円/床、診

療所等は１８万円/施設）を充てることができましたが、今般の賃上げ支

援事業との関係を教えてください。 

Ａ26 本事業の実施要綱では賃金改善の内容に「他の補助金等を財源として行

っている部分に充てることはできない。」とあるため、「生産性向上・職

場環境整備等支援事業」を活用して、基本給や毎月決まって支払われる手

当の引き上げている部分や、令和７年１２月分～令和８年３月分の一時金

又は特別手当として支給している部分が明確に判別できる場合には、当該

支給額を賃金改善の内容に含めることはできません。 

 

その他 

Ｑ27 今回の支援金に関する実績報告は必要か 

Ａ27 「診療所等賃上げ支援金」については実績報告をしていただく必要があ

ります。 

なお、実績報告には賃金改善報告書等を提出していただく必要があ

り、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられなかった場合は支給額

の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分は返還が必要になり

ます。 

 

Ｑ28 消費税の仕入控除税額の報告は不要か。 

Ａ28 本事業の対象は特定の設備等を購入するための補助金ではないため、不

要です。 


